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遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す

る
。

　
第
四
条
第
二
項
中
「
図
書
（
」
の
下
に
「
そ
の
作
成
の
基
礎
と
な
っ
た
資
料
を
含
む
。
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第

九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
主
務
大
臣

は
」
の
下
に
「
、
野
生
動
植
物
の
種
又
は
個
体
群
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
影
響
そ
の
他
の
生
物
多
様
性
影
響

の
防
止
に
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
」
を
加
え
、
「
野
生
動
植
物
の
種
又
は
個
体
群
の
維
持
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
影
響
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
「
認
め
る
と
き
は
」
を
「
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
」
に
、
「
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
を
「
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が

あ
っ
た
」
を
「
第
四
項
の
縦
覧
期
間
が
満
了
し
た
」
に
、
「
当
該
」
を
「
第
一
項
の
承
認
の
」
に
改
め
、
「
つ
い
て
」
の
下
に

「
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
写
し
を
添
え
て
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４
　
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
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当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
生
物
多
様
性
影
響
評
価
書
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
、
当
該

公
告
の
日
か
ら
三
十
日
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
第
一
種
使
用
規
程
に
つ
い
て
生
物
多
様

性
影
響
を
防
止
す
る
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
主
務
大
臣
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
九
条
第
四
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　
第
十
三
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
各

号
に
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
確
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
　
そ
の
旨
及
び
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項

二
　
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
　
そ
の
旨
及
び
確
認
さ
れ
た
拡
散
防
止
措
置
の
内
容

　
第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
に
関
す
る
報
告
）

第
三
十
条
　
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
を
し
て
い
る
者
は
、
毎
年
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
行
為

の
実
施
状
況
に
関
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
を
受
け
た
主
務
大
臣
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
二
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
（
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
で
あ
る

こ
と
の
疑
い
の
あ
る
生
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
等
を
し
て
い
る
者
、
又
は

し
た
者
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
者
、
国
内
管
理
人
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
を
輸
出
し
た
者

そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
そ
の
行
為
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を

「
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
条
第
一
号
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
第
一
号
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を

「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。


